
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  安全運転管理者は、「安全運転管理」を通じて企業等のリスクマ

ネージメントを現場で担う重要な業務です。道路交通法施行規則で

定められている、以下の９つの基本業務をしっかりと行い、安全運

転管理を徹底してください。 

各ドライバーの運転免許の種

別、更新時期の把握、運転技能を

チェックするための同乗指導の

他、「運転記録証明書」を取り寄

せ違反歴等を把握するなども有

効な手段といえます。 

１ 運転者の運転適性等の把握 ２ 運行計画の作成 

３ 交替運転者の配置 ４ 異常気象時等の措置 

８ 運転日誌の備付けと記録 

５ 点呼等による安全運転の指示 

９ 安全運転指導 

実車を使用した運転

指導や、実際に起こった

事故事例を題材にする

など、興味・関心をひく

指導を心がけましょう。 

運転者名、運転の開始と終了の

日時、運転距離、使用車両等、運

転状況を把握するために必要な

事項を記載する運転日誌を備え

付けましょう。 

長距離運転や夜間運

転をする場合に、過労等

により安全な運転がで

きないおそれがあると

きは、交替するための運

転者を配置しましょう。 

点呼等を行い、日常点検整備の

実施状況について確認指示すると

ともに、過労、体調不良等により

運転に影響を及ぼす状態ではない

か確認しましょう。 

台風や豪雨等の異常気象に

関する情報の早期収集に努め

るとともに、運転時に異常気象

等に遭遇した際の措置や報 

告要領、緊急対策等について

も、全従業員に徹底させましょ

う。 

ムリ・ムダ・ムラがな

い運行計画の作成に努

め、運行条件の変化に従

い、柔軟に計画の調整を

しましょう。 

安全運転管理者の９つの業務 

６ 運転前後の酒気帯び確認 

運転者の運転前後の酒気帯びの

有無について、運転者の状態を目

視等で確認するほか、アルコール

検知器を用いて確認を行いましょ

う。 

 

安全運転管理者の基本業務（道路交通法施行規則第９条の１０） 

酒気帯び確認した日時、確認者名、運転者名、車の識別番号、確認方法、酒気帯びの有無、

指示事項について記録し、１年間保存しましょう。 

また、アルコール検知器を常時有効に保持しましょう。 

７ 酒気帯び確認結果の記録と保存 


